
 

総社市高圧ガス保安法施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和６年９月２７日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第２７号 

 

総社市高圧ガス保安法施行規則の一部を改正する規則 

 

総社市高圧ガス保安法施行規則（平成２０年総社市規則第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

（平成１１年岡山県条例第５１号）第２条の規定により，本市が処理する

高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号。以下「法」という。）に基

づく事務に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

 （届出書又は報告書） 

第４条 法第５条第２項，法第１０条第２項，法第１０条の２第２項，法第

１４条第２項及び第４項，法第１７条第２項，法第１７条の２第１項，法

第１９条第２項及び第４項，法第２０条第１項ただし書，第３項及び第４

項，法第２０条の４，法第２０条の４の２第２項，法第２０条の７，法第

２１条，法第２２条第１項第１号及び第２項，法第２４条の２第１項及び

第２項，法第２４条の４第１項及び第２項，法第２６条第１項，法第２７

条の２第５項（法第２７条の４第２項，法第２８条第３項及び法第３３条

第３項において準用する場合を含む。）及び第６項（法第２７条の３第３

項において準用する場合を含む。），法第３５条第１項及び第３項，法第

３６条第２項，法第３９条の１１，法第３９条の２１第１項，法第５２条

第２項，法第５６条の２，法第６１条第１項（法第４１条第１項に規定す

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，知事の権限に属する事務の特例に関する条例（平成１

１年岡山県条例第５１号）第２条の規定により，本市が処理する高圧ガス

保安法（昭和２６年法律第２０４号。以下「法」という。）に基づく事務

に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

 （届出書又は報告書） 

第４条 法第５条第２項，法第１０条第２項，法第１０条の２第２項，法第

１４条第２項及び第４項，法第１７条第２項，法第１７条の２第１項，法

第１９条第２項及び第４項，法第２０条第１項ただし書，第３項及び第４

項，法第２０条の４，法第２０条の４の２第２項，法第２０条の７，法第

２１条，法第２２条第１項第１号及び第２項，法第２４条の２第１項及び

第２項，法第２４条の４第１項及び第２項，法第２６条第１項，法第２７

条の２第５項（法第２７条の４第２項，法第２８条第３項及び法第３３条

第３項において準用する場合を含む。）及び第６項（法第２７条の３第３

項において準用する場合を含む。），法第３５条第１項及び第３項，法第

３６条第２項，法第３９条の１１，法第５２条第２項，法第５６条の２，

法第６１条第１項（法第４１条第１項に規定する容器製造業者に係るもの



 

改 正 後 改 正 前 

る容器製造業者に係るものを除く。），法第６３条，一般高圧ガス保安規

則（昭和４１年通商産業省令第５３号。以下「一般則」という。）第１２

条第２項第６号，一般則第７９条第２項，一般則第８２条第３項，一般則

第９４条の７の１４第１項，液化石油ガス保安規則（昭和４１年通商産業

省令第５２号。以下「液石則」という。）第７７条第２項，液石則第８０

条第３項，液石則第９２条の７の１４第１項，冷凍保安規則（昭和４１年

通商産業省令第５１号。以下「冷凍則」という。）第４３条第３項並びに

冷凍則第５５条の１３第１項の規定による届出書又は報告書は，消防長を

経て市長に提出しなければならない。 

  

を除く。），法第６３条，一般高圧ガス保安規則（昭和４１年通商産業省

令第５３号。以下「一般則」という。）第１２条第２項第６号及び一般則

第７９条第２項，液化石油ガス保安規則（昭和４１年通商産業省令第５２

号）第７７条第２項の規定による届出書又は報告書は，消防長を経て市長

に提出しなければならない。 

 

附 則 

 この規則は，令和６年１１月１日から施行する。 


